
 

 

 

 

 

 

  

 
例年、県内の若手農業者が一堂に会し、研修や交流を行

う青森県農業青年交流大会。今年は外ヶ浜町のおぐにふる

さと体験館で令和４年６月 17 日に「泰然自若～コロナに負

けるな～」をテーマに行われました。おととし、昨年は、

新型コロナウイルス感染症拡大のため開催を見送らざるを

得ませんでしたが、コロナ禍でも県内の若手農業者の交流

の場を設けたいとの思いで、東青地区４Ｈクラブ員が話し

合いを重ね、例年は１泊２日で開催していた大会を感染リ

スク低減のため日帰りにするなど感染対策を十分に行った

上で開催につなげました。 

本大会では、外ヶ浜町の６つの集落営農法人が出資して

設立した広域連携法人「(株)アグライズ外ヶ浜」の取組紹

介や、青森地方気象台から「農家のための天気の話」につ

いての講演のほか、ドローンや農業用無人車のスマート農

業体験会などが催され、参加者は興味津々で質問をしてい

ました。 

 

お昼ごはんは、東青地区のりんご、いまべつ

牛、陸奥湾ほたて、ミニトマトなどのほか、県

内各クラブが持ち寄ったながいも、にんにくな

ど自慢の食材をふんだんに使った農家カレーを

作り、外ヶ浜町産「まっしぐら」と共にいただ

きました。普段とは違う食材のカレーづくりで

したが、クラブ員が創意工夫し、非常においし

いと好評でした。 

感染症拡大予防のため今年も延期するか、開

催するかをクラブ員で何度も話し合い、コロナ

禍で途絶えていた県内各地の若手農業者との交

流を実現できたことは大きな意味があると思い

ます。東青地区４Ｈクラブでは、今後もアイデ

ィアを出し合って必要な知識を学ぶための研修

会やモチベーションアップのためのイベントを

開催し、個々の資質向上や仲間づくりに取り組

んでいきます。 

農家カレーづくり 

(株)アグライズ外ヶ浜の取組紹介

外ヶ浜町で第 26 回青森県農業青年交流大会を開催しました！ 



 

令和４年 11 月 17 日に開催された公益社団法人大日本農会が主催す

る令和４年度第 106 回農事功績者表彰式（東京都赤坂）において、青森

市高田の飯塚久雄さんが、総裁秋篠宮皇嗣殿下より、緑白綬有功章を授与

されました。 

農事功績者表彰は、農業の改良振興を図ること等を目的に明治２７年に

創始され、緑白綬有功章は農事改良や地域の農業発展に貢献した農業者等

の功績を称えるものです。 

飯塚さんは東青地域の水稲栽培のリーダーとして、借地と直播栽培な

どの省力技術の導入による規模拡大、育苗用ハウスを活用し

たシャインマスカット栽培等に取り組み、通年雇用による大

規模経営を実践していることや、地域のわら焼きによる煙害

防止への取組、青森県営農大学校の学生等の受入れといった

担い手育成、関係機関やメーカーと連携した直播栽培等の新

技術普及に尽力する姿勢が高く評価されたものです。 

12 月 19 日に県庁を訪れ、受章を報告した飯塚さんは

「この受章を契機に、これからも研鑽に励むとともに、後

進の指導に力をいれたい。」と話していました。 

飯塚久雄氏が緑白綬
りょくはくじゅ
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（農事功労者）を受章 

ＪＡ青森女性部南地域女性部が 
「女性のチャレンジ賞」を受賞 

飯塚久雄氏 

受章を報告した飯塚氏 

ＪＡ青森女性部南地域女性部（部長：安田八

重子氏）が令和４年度青森県いきいき男女共

同参画社会づくり表彰女性のチャレンジ賞を

受賞しました。 

 同女性部は、女性農業者を対象としたりん

ごの剪定や摘果の講習会を開催し、これらの

技術力向上にチャレンジすることで、りんご

栽培に積極的に関わり、意欲的に経営参画す

る女性の担い手育成に努めています。 

 また、冬期間に地域の高齢者を対象とした

交流サロンを開催するなど、地域に密着した

活動を通して、農村女性活躍の場の広がりに

大きく貢献していることが評価され、今回の

受賞につながりました。 

表彰状を授与される安田部長(右) 



 

 若手女性農業者等に、郷土料理の技術や地域の特色ある

加工品づくりについて伝え、今後の生活や起業活動などに

活かしていただくことをねらいとし、「東青地域の食」技

術伝承研修会を２回開催しました。 

 １回目は、10 月 25 日、ＪＡ青森げんき畑の佐藤智子氏

と徳差知子氏を講師に、郷土料理の「赤飯」と「氷頭なま

す」の調理実習を行いました。小豆の煮方、もち米の蒸し

加減、鮭の頭の処理方法などについて、ていねいに指導し

てもらいました。 

 ２回目は、11 月 22 日、蓬田トマト加工グループの藤田

かち子氏を講師に、冷凍トマトを原料とした加工品づくり

の現場見学等を行いました。トマトピューレの加工作業の

見学のほか、原料の下処理と保存方法、商品化している各

加工品の工程の流れ、組織の活動状況などについて、詳し

く説明してもらい、最後には加工品を試食しました。 

どちらの研修会も、参加者達は熱心に学び、「料理のコツ

がわかったので、早速挑戦したい」、「大量に出る規格外のトマトやミニトマトの加工を考

える参考になった」などと語っていました。 

「青天の霹靂」の良食味・高品質米生産を推進するため、

指導機関・団体で組織する「青天の霹靂」・「はれわたり」プ

ロジェクトチームは、生産者に対してきめ細かな栽培指導を

実施するとともに、令和５年度から本格デビューする「はれ

わたり」の良食味・高品質栽培を支援しています。 

 プロジェクトチームの活動は、「青天の霹靂」では、営農

指導員等の追肥指導のため、生育前半の状況の共有を図る

現地検討会を開催したり、生産者に対して、栽培講習会や追

肥指導などを行っています。年度末には各生産者の栽培履歴

を基に、個別にカルテを作成し、来年度の栽培方針などのア

ドバイスを行い、良食味・高品質米の生産を推進しています。

また、「はれわたり」では、指導機関・団体を対象に、東青

地域での生育状況の共有のため現地講習会を開催したり、栽

培講習会等で生産者にも栽培の特性や生育状況について周

知しています。 

 

「東青地域の食」の技術を伝える 

赤飯の蒸し加減を学ぶ 

トマト加工の現場を見学 

「青天の霹靂」・「はれわたり」プロジェクトチーム活動 

「はれわたり」現地検討会 

「青天の霹靂」現地検討会 

今シーズンにおける高病原性鳥インフルエンザの発生は、令和５年１月 10 日時点で県内２
事例を含む 23 道県で 57 事例発生しており、現在も油断できない状況が続いています。 

急激な死亡羽数の増加や急激な産卵率の低下など、本病の特定症状を呈している家きんを発
見した場合は、直ちに青森家畜保健衛生所（017-764-1744）にご連絡ください。 



 

東青地域では、平成 26 年度から障がい者が農作業に従

事する「農福連携」の取組を進めています。 

 今年度は、「チャレンジ農福」を青森農業協同組合の協力

により実施し、取組を広く知ってもらうための活動を行っ

ています。 

 「チャレンジ農福」では、青森市浪岡地区のりんご農家

と福祉事業所をマッチングし、９月から枝拾い、摘葉作業

などを実施しました。福祉事業所の指導者１名と障がい者

２～３名がチームとなり、りんご園に出かけ、農家が依頼

した仕事を行いました。 

 10 月 20 日に実施した現地見学会では、摘葉作業の様子を見学し、作業の難易度やはたら

き方についての情報交換を行いました。まだ取り組んだことのない事業所でも、作業方法を

覚え習熟することで、人手が必要で比較的難しい摘果、摘葉、収穫の作業にも対応していく

ことが期待されました。 

 農業普及振興室では、農福連携の取組を希望する福祉事業所の相談に対応するとともに、作

業依頼を希望する農家とのマッチングを支援していくこととしています。 

平内町立小湊小学校では、毎年、約５アールの学校田で、

地域農家や行政の協力のもと、児童が稲作体験学習を行って

います。 

 今年は４～６年生 120 名が、昔ながらの道具を使って６月

１日（水）に田植え体験、９月 29 日（木）に稲刈り体験、ま

た、10 月 26 日（水）には、５年生が足踏み式脱穀機や動力

脱穀機（ハーベスタ）を使用した脱穀体験を行いました。 

農業普及振興室では苗の植え方や鎌の使い方、脱穀機を使

う際の注意点などについて説明しました。 

 児童からは、「稲刈りは思ったより簡単だったけど、束ねる

のが難しかった」、「楽しかった。次はもっと上手に作業した

い」などという感想がありました。  

 また、今年はコロナ禍で開催を見送っていたもちつき集会

が３年ぶりに開催され、子ども達は自分たちが育てたお米を

きなこもちにして味わいました。 

 

 

 

 

農福連携の取組について 

農福連携によるりんご 
作業現地見学会 

農作業体験で「食」の大切さを学ぶ！～学校田での稲作体験学習～ 

刈取りした稲を紐で束ねる児童 

足踏み脱穀機に挑戦！ 

東青地域就農に役立つ農業総合セミナー開催のお知らせ 

新規就農者や就農希望者等を対象に、農業経営者として必要とな
る経営に関する知識、実現可能な営農計画や生活設計の立案方法等
を学ぶセミナーを下記のとおり開催しますので、ぜひご参加ください。 
＜開催日時＞ 
 ○令和５年１月 19 日（木）10:00～16:00 
 ○令和５年１月 25 日（水）10:00～16:00 
    ※両日共に同じ内容です。いずれかの日にちにご参加ください。 
＜開催場所＞青森県観光物産館アスパム ９階「津軽」 
＜申込み先＞経営・担い手班 對馬まで 

令和５年１０月から消費税インボイス
制度がはじまります！ 

 「インボイス」とは、売手が買手に対して、正
確な摘用税率や消費税額等を伝えるもので、
売手（インボイス発行事業者）は、買手の求
めに応じ、インボイスを交付しなければなりま
せん。 
インボイス発行事業者となるためには、原

則、令和５年３月３１日までに登録申請が必
要です。詳しくは税務署等にお問い合わせく
ださい。 


